
令和７年３月 31 日  

  

建設工事等一般競争（指名競争） 

入札参加有資格者 各位 

高知市総務部 契約課 

 

令和７年度 入札・契約制度の改正等について 

 

令和７年度に高知市が発注する建設工事等に係る入札・契約制度の改正等は，下記のとおりです。 

 

記 

 

■ １ 建設工事の総合評価落札方式対象工事の適用範囲拡大について 

本市が発注する建設工事に係る一般競争入札のうち，請負対象金額１億 5,000 万円以上の建設工事に

ついては，総合評価落札方式（企業評価型）の対象としていますが，価格以外の評価による調達の推進

を図るため，適用範囲を請負対象金額１億円以上に拡大を行います。 

【高知市総合評価落札方式評価基準に関する取扱要領】 

現   行 改正後（R7.4.1 以降の公告から適用） 

２ 対象工事 

総合評価落札方式の対象工事は，一般競争入札

により契約を締結する工事のうち，次のいずれかに該

当するものとする。ただし，市長が必要と認めた場合

は，この限りでない。 

(1) 施工計画型 

施工の確実性を確保するために，企業や配置予

定技術者の同種工事の経験，工事成績等に基づく

技術力等に加えて簡易な施工計画を求め，価格と

総合的に評価する。 

(2) 企業評価型 

技術的な工夫の余地が小さい工事で，企業及び

配置予定技術者の評価は行うが，施工計画の提案

は求めない。原則として請負対象金額１億 5,000 

万円以上で，簡易な施工計画の提案を求めることは

特に必要ないと判断される案件で適用することとす

る。 

２ 対象工事 

総合評価落札方式の対象工事は，一般競争入札

により契約を締結する工事のうち，次のいずれかに該

当するものとする。ただし，市長が必要と認めた場合

は，この限りでない。 

(1) 施工計画型 

施工の確実性を確保するために，企業や配置予

定技術者の同種工事の経験，工事成績等に基づく

技術力等に加えて簡易な施工計画を求め，価格と

総合的に評価する。 

(2) 企業評価型 

技術的な工夫の余地が小さい工事で，企業及び

配置予定技術者の評価は行うが，施工計画の提案

は求めない。原則として請負対象金額１億円以上

で，簡易な施工計画の提案を求めることは特に必要

ないと判断される案件で適用することとする。 

 

※ 詳しくは，「総合評価落札方式評価基準に関する取扱要領」をご覧ください。 

 

 

 

 



■ ２ 建設工事に係る入札・契約手続の暫定的な措置について（継続） 

建設需要の増大に伴う技術者・作業員の不足や労務単価及び資材単価の上昇等により，公共工事の不

調・不落が全国的に発生している情勢を受け，平成 25 年 12 月 18 日（平成 31 年４月１日一部改正）か

ら実施している暫定措置について，当面の間，暫定措置を継続します。 

【暫定措置】 

・事後審査型制限付き一般競争入札の対象とすることができる範囲の拡大 

・事後審査型制限付き一般競争入札の入札参加資格要件の緩和（発注ランク，実績，技術者の雇用

日，手持ち工事） 

・災害復旧工事等における指名競争入札の適用範囲の拡大 

・１者による入札の執行 

 

※ 詳しくは，「建設工事に係る入札・契約手続の暫定的な措置について（通知）」をご覧ください。 

 

 

■ ３ 地方自治法施行令の一部改正に伴う随意契約によることができる額の改正について 

（令和７年４月１日施行） 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第１号にて契約の種類に応じて定める額（基準額）の範囲内に

おいて，地方公共団体の規則で定める額を超えないときは，随意契約によることが可能とされています

が，昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ，同政令の基準額の引上げに伴い，契約規則に定め

る基準額を以下のとおり改正します。 

【契約規則第 30 条関係】 

契約の種類 現行 改正案 

工事又は製造の請負 130 万円 200 万円 

財産の買入れ 80 万円 150 万円 

物件の借入れ 40 万円 80 万円 

財産の売払い 30 万円 50 万円 

物件の貸付け 30 万円 30 万円 

前各号に掲げるもの以外のもの 50 万円 100 万円 

※ その他関連する要領・基準，通知等につきましては，改正後に総務部契約課ホームページにてご案内し

ます。 

 

 

■ ４ 建築・設備工事（一般競争入札）における予定価格事前公表の取りやめについて 

（令和７年７月１日実施予定） 

建設工事及び建設工事に係る委託業務の予定価格について，建設工事の指名競争入札，土木系工事

（高知県土木工事標準積算基準を主体に設計された工事）の一般競争入札及び建設コンサルタント業務

（指名競争入札及び一般競争入札）において事後公表を実施していますが，現在，事前公表を行ってい

る建築・設備工事の一般競争入札についても事後公表に移行します。 

 

※ 令和７年７月１日の実施を予定しています。詳細につきましては，改めてご案内します。 



 

■ ５ 「週休２日制モデル工事」実施要領の改定について 

建設業の労働環境を改善し，担い手の確保を図るための取組として，令和４年度から高知市が発注す

る建設工事において，「週休２日制モデル工事」を導入しています。 

営繕工事（建築物の新築，増築，改築，修繕，模様替，その他準ずるもの）については，令和６年度

より試行要領による運用を行っていましたが，実施要領に改定し，引き続き運用を行います。（営繕工

事を除く高知市「週休２日制モデル工事」実施要領に変更はありません。） 

 

⑴ 対象工事 

・原則，全ての建設工事 

ただし，以下のいずれかに該当する工事については対象外とします。 

・現場施工日数が７日未満の工事（不稼働日を含めない） 

・工期や作業工程に制約がある工事 

・社会的要請等により早期の工事完成が必要な工事（緊急応急工事を含む。） 

 

⑵ 実施方法 

 ○発注者指定型 

  ・対象期間で「４週８休」の確保をするもの 

     ・労務費等の補正を行った上で発注するものとし，４週８休が確保できなかった場合は，補正分を

減額変更する。 

※ 営繕工事については，請負対象金額 2,500 万円以上（経費補正前の額）を，原則発注者指定

型の対象とする。 

○受注者希望型 

・受注者が対象期間で「４週８休」の確保をするもの 

・発注段階では労務費等の補正は行わず，工事完成前に現場の閉所状況に応じて，補正分を増額変

更する。 

 

※ 詳しくは，都市建設部技術監理課ホームページの「高知市「週休 2日制モデル工事」実施要領について」

をご覧ください。 



令和７年６月２日  

  

建設工事等一般競争（指名競争） 

入札参加有資格者 各位 

 

高知市総務部 契約課 

  

 

令和７年度 入札・契約制度の改正等について 

  

 

高知市が発注する建設工事等に係る入札・契約制度の改正等を下記のとおり行います。 

 

記 

  

■ １ 舗装工事に係る事後審査型制限付き一般競争入札参加資格要件の見直しについて 

（改正内容） 

本市が発注する舗装工事の品質確保や，南海トラフ地震発災時における被災道路の修復や再舗装のた

め舗装工事専門事業者が有する直営での施工体制が重要となりますので，これを確保・維持していくた

めの措置として，予定価格 500 万円以上のアスファルト舗装工事に係る事後審査型制限付き一般競争入

札の参加資格要件として「アスファルト舗装工事の自社施工」の実績を新たに設定することとします。 

なお，舗装工事への新規参入事業者育成の観点から，予定価格 500 万円未満の舗装工事に係る事後審

査型制限付き一般競争入札の参加要件は従前のとおりとします。  

 

公告に記載する参加資格要件（施工実績）の記載例は次のとおりです。 

施
工
実
績
（
記
載
例
） 

予定価格 500 万円未満 予定価格 500 万円以上 

 

次の要件を一契約ですべて満たす工事の施工実績を有

する者 

１ ○年○月○日以降に，元請として完成・引渡しが完

了したものであること。 

２ 工事の発注者が国又は地方公共団体等であること。 

３ 受注形態が単体又は出資比率 15％以上の共同企業

体であること。 

４ 最終請負金額（税込）が○○○万円以上であること。 

５ 舗装工事で，工事内容がアスファルト舗装工事であ

ること。 

 

 

次の要件を一契約ですべて満たす工事の施工実績を有

する者 

１ ○年○月○日以降に，元請として完成・引渡しが完

了したものであること。 

２ 工事の発注者が国又は地方公共団体等であること。 

３ 受注形態が単体又は出資比率 15％以上の共同企業

体であること。 

４ 最終請負金額（税込）が○○○万円以上であること。 

５ 舗装工事で，工事内容が自社施工によるアスファル

ト舗装工事であること。 

 

  

 



（入札資格要件の確認方法について） 

予定価格 500 万円以上の舗装工事に係る事後審査型制限付き一般競争入札の資格要件確認では，施工

実績を確認するものとして，従前の CORINS 登録内容確認書や施工証明書に加え，各事業者様が保管し

ている該当工事の施工体系図等により自社施工の確認を行うことを原則とします。 

ただし，紛失等により施工体系図をお持ちでない場合には，発注機関が交付した「自社施工によるア

スファルト舗装工事」である旨が記載された施工証明書により代用を可能としますので，予めご準備い

ただきますようお願いたします。 

 

（適用時期） 

令和７年６月９日以降の公告から適用 

 

以上 

 


